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  規   則   

規 則 第  ５６  号   

平成２７年 ４ 月２７日   

 

 熊本市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関

する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行

に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関

する規則（平成１８年規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則第４項第１号中「平成２７年２月２８日」を「平成２７年９月３０日」に改め、

同号ア中「設定されている」を「設定された」に改め、同号イ中「現に設定されてい

る」を「平成２６年４月１日以後に指定が解除された」に改め、同号ウ中「現に設定

されているものを除く」を「平成２６年４月１日前に指定が解除されたものに限る」

に改める。 

    

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ５７  号   

平成２７年 ４ 月２７日   

 

 熊本市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市児童福祉法施行細則（平成２２年規則第７４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 附則第５項第１号中「平成２７年２月２８日」を「平成２７年９月３０日」に改め、

同号ア中「設定されている」を「設定された」に改め、同号イ中「現に設定されてい

る」を「平成２６年４月１日以後に指定が解除された」に改め、同号ウ中「現に設定

されているものを除く」を「平成２６年４月１日前に指定が解除されたものに限る」

に改める。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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  告   示   

告 示 第 ２ ６ ４ 号   

平成２７年４月１６日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１項

に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

１ 団体の名称 

  河内校区第３町内自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

代表者の氏名及び住所  

  「清田 博志 

熊本市西区河内町河内３１１７」                     

         を 

「清田 正義 

熊本市西区河内町河内３１２５－２」 

に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ６ ５ 号   

平成２７年４月１６日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１

１１１６５ 

リハビリセンター Relief 

熊本市東区月出一丁目１番５３号 

ReCreate 株式会社 

熊本市東区長嶺西二丁目２１

番１０号 

代表取締役 宗藤 正剛 

平成２７年４月

１８日 
通所介護 

４３７０１

１１１６５ 

リハビリセンター Relief 

熊本市東区月出一丁目１番５３号 

ReCreate 株式会社 

熊本市東区長嶺西二丁目２１

番１０号 

代表取締役 宗藤 正剛 

平成２７年４月

１８日 

介護予防通所

介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 告 示 第 ２ ６ ７ 号   

平成２７年４月１７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長 大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 
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４３７０１

１１１５７ 

ヘルパーステーションすまいる 

熊本市中央区帯山七丁目７番３６号 

東央株式会社 

熊本市中央区帯山七丁目６番

３７号 

代表取締役 黒田 亮 

平成２７年５月

１日 
訪問介護 

４３７０１

１１１５７ 

ヘルパーステーションすまいる 

熊本市中央区帯山七丁目７番３６号 

東央株式会社 

熊本市中央区帯山七丁目６番

３７号 

代表取締役 黒田 亮 

平成２７年５月

１日 

介護予防訪問

介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ６ ８ 号   

平成２７年４月１７日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 

  上古閑区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

   「井野 修誠」を「浅井 邦輔」に改める。 

(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町上古閑１０８番地」を「熊本市北区植木町上古閑６２２番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ６ ９ 号   

平成２７年４月１７日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  桜ヶ丘ニュータウン自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「岩﨑 政明」を「村田 裕起」に改める。 

(2) 代表者の住所 
  「熊本市北区植木町滴水２０５番地７」を「熊本市北区植木町滴水２０３番地１０」に改める。 

(3) 主たる事務所の所在地 
  「熊本市北区植木町滴水２０５番地７」を「熊本市北区植木町滴水２０３番地１０」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ７ ０ 号   

平成２７年４月１７日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  鞍掛区自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 



平成 27 年 5 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1400 号 

- 1087 - 

  「三栗野 直」を「西迫 準一」に改める。 
(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区植木町鞍掛１４１７番地３」を「熊本市北区植木町鞍掛１５７６番地３」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ７ １ 号   

平成２７年４月１７日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第１３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受

けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び

熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
  １人 
２ 送達をする書類名 
  配当計算書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ７ ２ 号   

平成２７年４月１７日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  投刀塚自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「三嶋 俊廣」を「前田 哲也」に改める。 

(2) 代表者の住所 
  「熊本市北区植木町投刀塚４７９番地」を「熊本市北区植木町投刀塚４４８番地」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ７ ３ 号   

平成２７年４月１７日   

 市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  熊本市長  大 西 一 史   

整理 
番号 

 
路線名 
 

道路の区域 

区 間 
旧新

の別

敷地の幅

員（ｍ） 
延 長 
（ｍ） 

７－ 
２０１ 

段山本町 
上熊本２丁目 
第１号線 

西区段山本町２０３番１地先から 
西区花園１丁目３５７番６地先まで 

旧 
４．７ 

～ 
７．３ 

１００７．

０ 

西区段山本町２０３番１地先から 
西区花園１丁目３５７番６地先まで 

新 
６．０ 

～ 
８．６ 

１００７．

０ 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ７ ４ 号   

平成２７年４月２０日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 
(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年４月１６日 中央区辛島町１番地下１号辛島公園地下自転車駐車場 
(2) 保管の場所 平成自転車保管所 
(3)  保管の期間 平成２７年７月２０日まで 

２ 移動・保管台数 
  原動機付自転車 ２台 
３ 返還事務を行う曜日・時間 
  月曜日から土曜日まで 
  午前１０時から午後４時３０分まで 
  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 
４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 
５ 連絡先（返還事務を行う場所） 
  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 
  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ７ ５ 号   

平成２７年４月２０日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１

１１１７３ 

デイサービスセンター 望星 

熊本市中央区大江一丁目１０番２５号 

株式会社望星 

熊本市中央区大江一丁目１０

番２５号 

代表取締役 東 美紀 

平成２７年４月

２１日 
通所介護 

４３７０１

１１１７３ 

デイサービスセンター 望星 

熊本市中央区大江一丁目１０番２５号 

株式会社望星 

熊本市中央区大江一丁目１０

番２５号 

代表取締役 東 美紀 

平成２７年４月

２１日 

介護予防通所

介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ７ ７ 号   

平成２７年４月２１日   
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 県道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   
 

道路の種類 
 
路 線 名 

 

道 路 の 区 域 
供用開始の期日 

区  間 

一般県道 川尻宇土線 
南区富合町田尻５８４番２地先から 
南区富合町田尻６３６番２地先まで 

平成２７年４月２１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ７ ８ 号   

平成２７年４月２１日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  新村区自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
   「上野 隆文」を「岩本 至公」に改める。 

(2) 代表者の住所 
   「熊本市北区植木町滴水２２１７番地２」を「熊本市北区植木町投刀塚４３番地５」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ７ ９ 号   

平成２７年４月２１日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  松原自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
   「坂本 豊」を「杉本 英男」に改める。 

(2) 代表者の住所 
   「熊本市北区植木町滴水１３６番地３」を「熊本市北区植木町滴水１４８番地７」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ０ 号   

平成２７年４月２１日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    
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１ 団体の名称 
  舞尾自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
   「中山 立夫」を「永原 泰則」に改める。 

(2) 代表者の住所 
   「熊本市北区植木町滴水４９４番地５」を「熊本市北区植木町舞尾８０２番地」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ １ 号   

平成２７年４月２１日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  嘉村区自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「佐伯 秀義」を「坂田 鐵美」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町米塚３７６番地１」を「熊本市北区植木町米塚３２０番地」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ２ 号   

平成２７年４月２１日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  大鳥居町自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「中山 浩」を「穴澤 秀樹」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区大鳥居町２９６番地」を「熊本市北区大鳥居町２９２番地」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ４ 号   

平成２７年４月２２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  梶尾自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「田尻 正弘」を「中島 正照」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区梶尾町１０８番地１」を「熊本市北区梶尾町３６６番地」に改める。 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ８ ５ 号   

平成２７年４月２２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  木留自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「米ヶ田 直利」を「宮本 繁」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町木留１７６０番地２」を「熊本市北区植木町木留１８番地１」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ６ 号   

平成２７年４月２２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 団体の名称 
  下鈴麦区自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「緒方 眞一」を「髙田 勲」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町鈴麦２４８番地２」を「熊本市北区鈴麦４８１番地２」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ７ 号   

平成２７年４月２２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  尾当自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「中山 朝晴」を「加藤 修」に改める。 
(2) 代表者の住所 
  「熊本市北区改寄町２５０４番地」を「熊本市北区改寄町２４８７番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
  告 示 第 ２ ８ ８ 号   

平成２７年４月２２日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条２項の規定に基づく差押通知書の送達を受ける

べき者の住所及び居所が不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本

市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 
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熊本市長  大 西 一 史   
国税徴収法第５４条第２項に基づく差押通知書の送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
１人 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ９ 号   

平成２７年４月２２日   

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６の規定に基づき、包括外部監査契約を次

のとおり締結したので、同条第５項の規定により告示する。 
                         熊本市長  大 西 一 史   

１ 契約期間  
  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 
２ 費用の算定方法 
    監査費用の額は、別紙のとおり基本費用の額並びに実費及び執務費用の額を合算した金額とする。 
３ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所 
    登載省略 
４ 監査に要する費用の支払方法 
    熊本市長は、監査の結果に関する報告の受理後、包括外部監査契約を締結した者からの書面によ

る請求に基づき、監査に要した費用を一括で支払う。 
    ただし、市長は、監査の結果に関する報告の受理前であっても、包括外部監査契約を締結した者

からの書面による請求があった場合であって、その必要があると認めるときは、基本費用の２分の

１に相当する金額の範囲内で、前金払をするものとする。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ １ 号   

平成２７年４月２４日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史  

１ 団体の名称 
  中島校区第４町内自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名及び住所  
   「上妻 正勝 

熊本市西区中原町９８７番地１」                     
         を 

「鋤崎 清志 
熊本市西区中原町３００４－１」 

に改める。 
 

告 示 第 ２ ９ ２ 号   

平成２７年４月２４日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史  

１ 団体の名称 
芳野校区第２町内自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 
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(1) 代表者の氏名及び住所  
  「中村 茂和 

熊本市西区河内町野出１００１番地３」                     
         を 

「吉本 博光 
熊本市西区河内町野出１４１０番地２４」 

に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ３ 号   

平成２７年４月２４日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史  

１ 団体の名称 
  芳野校区第１町内自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名及び住所  
   「西村 洋一 

熊本市西区河内町野出１６１９番地４」                     
         を 

「中根 久芳 
熊本市西区河内町岳４６３番地」 

に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ４ 号   

平成２７年４月２４日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 
(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年４月１日 銀座通りエリア,市庁舎北側駐輪場,手取エリア,上通りエリア,
上通自転車駐輪場,新市街エリア,辛島エリア,水道町エリア 

イ 平成２７年４月２日 銀座通りエリア,手取エリア,新市街エリア,辛島エリア,水道町

エリア,並木坂エリア 
ウ 平成２７年４月３日 東区榎町６丁目１１ 
エ 平成２７年４月６日 銀座通りエリア,手取エリア,新市街エリア,辛島エリア,水道町

エリア 
オ 平成２７年４月７日 手取エリア,水道町エリア,中央区大江６丁目２２ 
カ 平成２７年４月８日 銀座通りエリア,手取エリア,新市街エリア,辛島エリア 
キ 平成２７年４月９日 中央区下通１丁目９,中央区出水５丁目１６ 
ク 平成２７年４月１０日 熊本駅高架下南側駐輪場,熊本駅高架下北側駐輪場,熊本駅駐

輪場,中央区新町２丁目３ 
ケ 平成２７年４月１３日 銀座通りエリア,手取エリア 
コ 平成２７年４月１４日 手取エリア 
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サ 平成２７年４月１６日 中央区南熊本３丁目南熊本駅前駐輪場,中央区平成２丁目平

成駅前駐輪場,東区尾ノ上２丁目３ 
 (2) 保管の場所 平成第２自転車保管所 
(3)  保管の期間 平成２７年７月２４日まで 
２ 移動・保管台数 
  自転車 １６０台 
３ 返還事務を行う曜日・時間 
  月曜日から土曜日まで 
  午前１０時から午後４時３０分まで 
  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 
４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 
５ 連絡先（返還事務を行う場所） 
  平成第２自転車保管所（電話 ０９６－３７０－５６０６） 
  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ５ 号   

平成２７年４月２４日   

熊本市墓地条例（昭和３９年条例第３４号）第４条の規定による墓地使用の公募を次のとおり実施

するので、同条第１項の規定により告示する 
                     熊本市長  大 西 一 史   

１ 公募の期間 
  平成２７年５月７日から平成２７年１１月２０日まで 
  （土曜日・日曜日・祝日を除く） 
２ 公募する墓地の名称及び位置 
  熊本市桃尾墓園 
  熊本市東区戸島町７７７番地 
３ 公募する区画数 
  一般墓地（５㎡） ２５０区画 
  芝生墓地      ５０区画 
４ 申込方法 
  健康福祉政策課、区役所福祉課、総合出張所、出張所、市営墓地で配布する募集要項に添付して

いる申請書に必要事項を記入し、健康福祉政策課、区役所福祉課または総合出張所へ持参する。 
  詳細は、募集要項参照。 
 
 

告 示 第 ２ ９ ６ 号   

平成２７年４月２７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定をしたので、同法第７８条及び

同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 
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４３７０１

１１１８１ 

東部訪問介護ヘルパーステーション

古閑 

熊本市東区戸島本町４番２０号 

有限会社 古閑板金塗装工場

＆訪問介護ヘルパーステーシ

ョン 

熊本市東区戸島本町４番２０

号 

代表取締役 古閑 和麿 

平成２７年５

月１日 
訪問介護 

４３７０１

１１１８１ 

東部訪問介護ヘルパーステーション

古閑 

熊本市東区戸島本町４番２０号 

有限会社 古閑板金塗装工場

＆訪問介護ヘルパーステーシ

ョン 

熊本市東区戸島本町４番２０

号 

代表取締役 古閑 和麿 

平成２７年５

月１日 

介護予防訪問

介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
  告 示 第 ２ ９ ７ 号   

平成２７年４月２７日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長 大 西 一 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

１人 
２ 送達をする書類名 
  差押調書（謄本） 
  配当計算書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ２ ９ ８ 号   

平成２７年４月２７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により都市計画を決定したので、

同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の図書を

公衆の縦覧に供する。 
                        熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画の種類 
  熊本都市計画地区計画 佐土原３丁目（その２）地区地区計画 
２ 都市計画の決定に係る土地の区域 

熊本市東区佐土原３丁目 
 
３ 縦覧場所 
  熊本市 都市建設局 都市政策課 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ２ ９ ９ 号   

平成２７年４月２７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により都市計画を決定したので、

同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の図書を

公衆の縦覧に供する。 
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                          熊本市長  大 西 一 史   
１ 都市計画の種類 
  熊本都市計画地区計画 佐土原２丁目地区地区計画 
２ 都市計画の決定に係る土地の区域 

熊本市東区佐土原２丁目 
３ 縦覧場所 
  熊本市 都市建設局 都市政策課 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ０ 号   

平成２７年４月２７日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
  １人 
２ 送達をする書類名 
  差押調書（謄本） 
  配当計算書 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ １ 号   

平成２７年４月２８日   
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  原古閑自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「中内 二朗」を「松本 茂」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町円台寺７２９番地」を「熊本市北区植木町円台寺７４６番地」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ２ 号   

平成２７年４月２８日   
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  市尾自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
   「青木 伸博」を「生田 公一」に改める。 

(2) 代表者の住所 
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   「熊本市北区植木町富応１５７８番地１８」を「熊本市北区植木町富応１３２７番地５」に改

める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ３ 号   

平成２７年４月２８日   
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  長浦区自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「坂井 義照」を「有田 徹」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町滴水３４８番地１」を「熊本市北区植木町滴水３０９番地５」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ４ 号   

平成２７年４月２８日   
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  小野自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「堀 日出夫」を「園木 薫」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町小野１２２６番地２」を「熊本市北区植木町小野１２９０番地」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ５ 号   

平成２７年４月２８日   
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  龍田校区第三町内自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
   「杉本 三髙」を「田中 髙臣」に改める。 

(2) 代表者の住所 
   「熊本市北区龍田５丁目４番９７号」を「熊本市北区龍田６丁目１７番３０号」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ６ 号   

平成２７年４月２８日   
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
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熊本市長  大 西 一 史    
１ 団体の名称 
  味取自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「原 幸治」を「糸川 政美」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町味取３４番地」を「熊本市北区植木町味取２３８番地」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ７ 号   

平成２７年４月２８日   
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史    

１ 団体の名称 
  川上校区第１１町内自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 
  「草尾 文隆」を「東 正生」に改める。 
(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区西梶尾町５３４番地２」を「熊本市北区西梶尾町４８５番地２」に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ８ 号   

平成２７年４月２８日   
 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 
           熊本市長  大 西 一 史   

撤去日 
名称 

又は種類 
数量 撤去場所 

保管 
開始日 

その

他 

４月９日 はり札等 １ 島崎 ４月１０日  

４月１０日 立看板等 ４ 楠・楡木 ４月１１日  

４月１３日 はり札等 ２１ 
健軍・出水・保田窪・帯

山・月出 
４月１４日  

４月１４日 はり札等 ４ 楠・兎谷・小山 ４月１５日  

４月１６日 はり札等 ３３ 

画図町上無田・画図町重

富・良町・小島下町・上

高橋 
４月１７日  

４月１７日 
はり札等 ２ 清水亀井町・島崎 

４月１８日 
 

立看板等 １ 上京塚町  

４月２１日 はり札等 ６ 
鶴羽田町・富合町杉島・

富合町南田尻・麻生田 
４月２１日  
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４月２３日 はり札等 １ 小山 ４月２４日  

４月２４日 はり札等 ５ 川尻・白山 ４月２５日  

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ３ ０ ９ 号   

平成２７年４月２８日   
 地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）第１５３条第１項の基定に基づき、第７０回熊

本県民体育祭熊本市大会実行委員会に対し支出する補助金に係る事務の委任に関し、次のとおり告示

する。 
                 熊本市長  大 西 一 史   

１ 受任者 
  熊本市中央区手取本町１番１号 
  熊本市副市長 植松 浩二 
２ 委任期間 
  平成２７年４月２７日から第７０回熊本県民体育祭熊本市大会実行委員会の解散の日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ０ 号   

平成２７年４月３０日   
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史  

１ 団体の名称 
  中島第１町内自治会 
２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名及び住所  
  「吉田 武人 

熊本市西区中島町１４８４番地２」                     
         を 

「田畑 寛 
熊本市西区中島町６７５番地」 

に改める。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ １ 号   

平成２７年４月３０日   
市税督促状の送達を受けるべき者の住所又は居所が不明のため、当該書類を送達することができな

いので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第

８９号）第１３条の規定に基づき告示する。 
なお、督促状は熊本市財政局納税課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史 
１ 督促状送達の効力の発生日 

この掲示を始めた日から起算して７日を経過した日 
２ 督促状の送達を受けるべき者の住所及び氏名 

(1) 市県民税（普通徴収）（登載省略） 
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１１件 
(2) 市県民税（特別徴収）（登載省略） 

１８件 
(3) 法人市民税（登載省略） 

   ５件 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ２ 号   

平成２７年４月３０日   
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

４条第２項の指定自立支援医療機関（精神通院医療）の辞退申出があったので、同法第６９条第３項

の規定に基づき告示する。 
熊本市長  大 西 一 史     

№ 医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退の年月日 

1 三気堂薬局 八景水谷店 熊本市北区清水亀井町１９－１０ 平成２７年４月３０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ３ １ ３ 号   

平成２７年４月３０日   
国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第１３１条３項の規定に基づく配当計算書の送達を受け

るべき者の住所及び居所が不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊

本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の規定に基づき公示する。 
なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
国税徴収法第１３１条第３項に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 
１人 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ５ 号   

平成２７年４月３０日   
 市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史  

整理番号 
 
路線名 
 

道路の区域 

区 間 
旧新

の別

敷地の幅員

（ｍ） 
延長 
（ｍ）

５０６０ 
若葉１丁目 
沼山津１丁目 
第１号線 

東区東野２丁目２３番５地先から 
東区東野４丁目１４番１地先まで 

旧 
１１．２ 
～ 
２９．７ 

９７．

３ 

東区東野２丁目２３番５地先から 
東区東野４丁目１４番１地先まで 

新 
１０．７ 
～ 
１２．４ 

９７．

３ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ３ １ ６ 号   
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平成２７年４月３０日   
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の

所在地並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１

１１２３１ 

デイサービス たいじゅ 

熊本市北区四方寄町１６７２－２ 

株式会社A．C．E 

熊本市北区貢町５７－１ 

代表取締役 緒方 伴泰 

平成２７年５

月１日 
通所介護 

４３７０１

１１２３１ 

デイサービス たいじゅ 

熊本市北区四方寄町１６７２－２ 

株式会社A．C．E 

熊本市北区貢町５７－１ 

代表取締役 緒方 伴泰 

平成２７年５

月１日 

介護予防通所

介護 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ３ １ ７ 号   

平成２７年４月３０日   
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業

所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１１

１１９９ 

居宅介護支援事業所 にじ

色 

熊本市南区城南町高１０９

９番地 

医療法人社団誠心会 

熊本市南区城南町高１０９９番地 

理事長 南 紀子 

平成２７年５月

１日 
居宅介護支援 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ３ １ ８ 号   

平成２７年４月３０日   
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１

１１２０７ 

ケアマネジメント 浦田 

熊本市南区近見六丁目４番

５５－１１６号 サルヴァ

トーレ近見 

合同会社浦田 

熊本市南区近見六丁目４番５５－１

１６号 サルヴァトーレ近見 

代表社員 浦田 徹 

平成２７年５月

１日 
居宅介護支援 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ３ １ ９ 号   

平成２７年４月３０日   
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条
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の２の規定により告示する。 
熊本市長 大 西 一 史   

介護保険事業

所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１１

１２１５ 

居宅介護支援事業所 アイ

ケア 

熊本市東区新生一丁目１番

１１号 

株式会社真栄 

熊本市東区新生一丁目１番１１号 

代表取締役 徳永 照代 

平成２７年５月

１日 
居宅介護支援 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ３ ２ ０ 号   

平成２７年４月３０日   
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業

所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 

４３７０１１

１２２３ 

あったかケアプランセンタ

ー たいじゅ 

熊本市北区四方寄町１６７

２－２ 

株式会社A．C．E 

熊本市北区貢町５７－１ 

代表取締役 緒方 伴泰 

平成２７年５月

１日 
居宅介護支援 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ３ ３ ７ 号   

平成２７年４月１６日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史      

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市南区城南町舞原字築地原８４４番３ 

３９７．２３平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

登載省略 

公 告 第 ３ ４ ３ 号   

平成２７年４月１７日   

  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

  熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

  熊本市南区田迎町大字田井島字迎矢部２１２番１，２１４番１  

   ９８３．２８平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市中央区坪井六丁目３６番７号 

  株式会社 スペースエージェンシー 



平成 27 年 5 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1400 号 

- 1103 - 

   代表取締役 益田 健至 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ５ ０ 号   

平成２７年４月２１日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が完

了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史      

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市南区城南町下宮地字中野町１１３７番３ 

３５１．７８平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ５ ２ 号   

平成２７年４月２２日   

 平成２７年４月６日付けで公告した「熊本市田井島南土地区画整理組合の清算人に関する事項及び

組合事務所の移転に係る公告」について、次のとおり修正があるので公告する。 

                     熊本市長  大 西 一 史   

公告本文のうち 

４．熊本市田井島南土地区画整理組合事務所の住所 

住   所 熊本市中央区京町二丁目１４番２５号 

（京町法律事務所内） 

前 住 所 熊本市南区田井島三丁目８番１号 

を 

４．熊本市田井島南土地区画整理組合事務所の住所 

住   所 熊本市中央区京町二丁目１４番２５号 

（京町法律事務所内） 

前 住 所 熊本市南区田井島三丁目８番１号 

移転年月日 平成２７年３月２８日 

に修正する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ５ ６ 号   

平成２７年４月２３日   

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を廃止し

たので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

指定廃止の年月日 道路の位置 
幅  員 
（ｍ） 

延  長 
（ｍ） 

平成２７年１月６日 中央区上水前寺１丁目地内 ４．００ ６５．３０ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ５ ７ 号   

平成２７年４月２３日   

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を

したので同法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第 1 項の規定により、次のとおり公
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告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

指定番号 
熊本市指令（建指）

指定年月日 道路の位置 
幅 員 
（ｍ） 

延 長 
（ｍ） 

第H26-023号 平成２７年１月６日 
中央区上水前寺一丁

目４９番２ 
４．９９ ２７．６０

第H26-025号 平成２７年１月７日 

南区御幸笛田一丁目

２５４番２，２５５番

５ 

４．１０～

６．０３ 
３４．９２

第H26-026号 平成２７年１月１５日
西区上代三丁目７０

０番６，河川の一部 

４．１３～

４．１８ 
２２．９３

第H26-027号 平成２７年２月１６日
北区清水新地六丁目

１８３９番１ 

４．００～

４．５０ 
２６．８８

第H26-028号 平成２７年２月１６日
東区八反田一丁目３

３８３番２０ 

４．０１～

４．５２ 
３４．６６

第H26-029号 平成２７年２月１９日

南区八分字町字十三

居屋敷５１８番３，５

１８番９ 

４．００～

５．０１ 
３７．９４

第H26-030号 平成２７年３月６日 
東区御領八丁目２９

７番３，２９８番３ 
５．００ ３４．４２

第H26-031号 平成２７年２月２７日

東区桜木六丁目５２

６番８，５２６番１

５，５２６番１６ 

４．００～

４．０７ 
３５．００

第H26-032号 平成２７年３月５日 
北区飛田二丁目７５

２番４，７５２番８ 

４．０２～

５．０２ 
４９．２６

第H26-033号 平成２７年３月１１日
北区清水新地六丁目

１８１５番３ 

４．０２～

４．１５ 
２８．９８

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ５ ９ 号   

平成２７年４月２４日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第１１条第３項の規定による届出があったので、

次のとおりその概要を公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  （仮称）イオンタウン田崎 
  熊本市西区田崎町字下寄３８０番 外 
２ 大規模小売店舗の譲渡があった年月日 
  平成２７年３月１９日 
３ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

承継前 承継後 
イオンタウン株式会社 
代表取締役 大門 淳 

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株

式会社 
代表取締役 穂積 孝一 

東京都港区芝浦一丁目２番３号 
４ 大規模小売店舗の譲渡の理由 
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  建物譲渡のため 
５ 大規模小売店舗内の譲渡に係る店舗面積 
  ４，３００㎡ 
６ 届出年月日 

平成２７年４月１７日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ６ ３ 号   

平成２７年４月２４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区上代十丁目２７３６番２、２７３６番３、水路の一部 

  ４２６．８０平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市西区上代八丁目１０番２２号 
  株式会社 幸保工務店 

代表取締役 叶井 誠司 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ６ ７ 号   

平成２７年４月２７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区城南町下宮地字三ツ石３１９番６ 
３６８．４１平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ６ ９ 号   

平成２７年４月２７日   

 下記のとおり、差押財産の公売を実施するので、国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９５条

及び第９９条の規定により公売及び見積価額を公告する。 

熊本市長  大 西 一 史  

１．公売財産の種類  不動産 

(1) 売却区分番号 １ 

【土地の表示】 

所在 熊本市北区高平１丁目 

地番 ２７４番 

地目 畑 

地積 ４８９．００㎡ 

(2) 売却区分番号 ２ 

【土地の表示】 

(ｱ) 所在 熊本市中央区黒髪３丁目 

地番 ４７８番１ 
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    地目 宅地 

    地積 ４１２．２７㎡ 

  (ｲ) 所在 熊本市中央区黒髪３丁目 

    地番 ４７８番３ 

    地目 宅地 

    地積 １６．２０㎡（持分３分の２） 

  (ｳ) 所在 熊本市中央区黒髪３丁目 

    地番 ４７９番２ 

    地目 宅地 

    地積 ２５．８７㎡（持分３分の２） 

  (ｴ) 所在 熊本市中央区黒髪３丁目 

    地番 ４８０番 

    地目 宅地 

    地積 ２３．００㎡（持分３分の２） 

  (ｵ) 所在 熊本市中央区黒髪３丁目 

    地番 ４８３番 

    地目 公衆用道路 

    地積 ５６．００㎡（持分２１分の２） 

  (ｶ) 所在 熊本市中央区黒髪３丁目 

    地番 ４９１番 

    地目 宅地 

    地積 １３．３９㎡（持分２１分の２） 

  (ｷ) 所在 熊本市中央区黒髪３丁目 

    地番 ４９２番 

    地目 宅地 

    地積 ９９．１７㎡（持分２１分の２） 

  【建物の表示】 

   所在 熊本市中央区黒髪３丁目４７８番地１ 

   家屋番号 ４７８番１ 

   構造 鉄骨・木造セメント２階建 

   床面積 １階 １１４．９１㎡ 

       ２階 １１４．９１㎡ 

 ２．公売方法 入札 

 ３．公売日時 平成２７年６月２５日（木）午前１０時 

 ４．公売場所 熊本市役所 ６階会議室 

 ５．売却決定日時及び場所 

   日時 平成２７年７月２日（木）午前１０時 

   場所 熊本市財政局納税課 

 ６．見積価額及び公売保証金 

  (1) 売却区分番号 １ 

見積価額   ６，８００，０００円 

    公売保証金    ７００，０００円 

  (2) 売却区分番号 ２ 

    見積価額  １２，８００，０００円 

    公売保証金  １，３００，０００円 

 ７．買受代金の納付期限 



平成 27 年 5 月 15 日        熊 本 市 公 報        第 1400 号 

- 1107 - 

   平成２７年７月２日（木）午後２時 

  （但し、地方税法第１９条の７第１項ただし書き、その他の規定に基づき滞納処分の続行の停止が

あった場合を除く） 

 ８．買受人についての要件 

   国税徴収法第９２条及び第１０８条第１項該当者は買受人となることができない。 

 ９．配当を受ける者の権利の申し出について 

この公売財産の換価代金について、配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権

等の権利を有する者は、売却決定する前日までに債権現在額申立書により、その内容を熊本市財政

局納税課まで申し出ること。 

１０．その他の公売要件 

  (1) 入札に参加する者は、入札前に公売保証金を納付すること。 

  (2) 公売保証金の納付は銀行振込のみとし、公売保証金納付期間内に、指定口座に振込むこと。 

  (3) 買受代金は、現金又は小切手（銀行が振出したもので、かつ熊本手形交換所管内で振出日から

起算して５日を経過していないものに限る）でなければ納付できない。また、買受人が買受代金を

納付しない場合、公売保証金は返還しない。 

  (4) 見積価額以上の入札者のうち、最高価額の者を最高価申込者と決定し、売却決定を行う。 

  (5) 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額（見積価額以上で、かつ最高入札価額から公売保証金

の額を控除した金額以上のもの）による入札者に対し、次順位買受申込者制度を適用する。 

 (6) 入札価額が見積価額に達しないときは、再度入札を実施する場合がある。 

  (7) 買受代金納付の前に、公売財産にかかる市税の完納の事実が証明されたとき、又は買受代金納

付後であっても、取消すべき重大な事由があるときは売却決定を取り消す。 

  (8) 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときとする。従って取得後の毀損、焼失等に

よる損害の負担は買受人が負うものとする。 

  (9) 権利移転に伴う費用（権利移転登記の登録免許税等）は買受人の負担とする（登録免許税法に

よる）。 

  (10) 公売財産は、公売を中止する場合がある。 

  (11) 不動産公売広報を必要とする場合は、熊本市財政局納税課特別滞納対策室に申し出ること。 

 (12) その他、本件公売は国税徴収法の規定に基づく制限がある。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ７ １ 号   

平成２７年４月３０日   

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項に基づき、地籍調査を実施するにあた

り、同法第７条及び同法施行令（昭和２７年政令第５９号）第１１条の規定により、次のとおり公告

する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業計画が公示された日 

平成２７年４月１日 

２ 調査を実施する者の名称 

熊本市 

３ 調査地域        

東区渡鹿八丁目、東区新南部一丁目 

中央区大江一丁目、中央区大江二丁目、中央区大江三丁目、中央区大江四丁目、 

中央区大江五丁目、中央区大江六丁目、中央区新大江一丁目、中央区新大江二丁目、 

中央区渡鹿一丁目、中央区渡鹿二丁目、中央区渡鹿三丁目、中央区渡鹿四丁目、 

中央区渡鹿五丁目、中央区渡鹿六丁目、中央区渡鹿七丁目、中央区白山三丁目 

４ 調査の期間 
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平成２７年４月３０日から平成２８年３月３１日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ７ ２ 号   

平成２７年４月３０日   

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項に基づき、地籍調査を実施するにあた

り、同法第７条及び同法施行令（昭和２７年政令第５９号）第１１条の規定により、次のとおり公告

する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業計画が公示された日 

平成２７年４月１３日 

２ 調査を実施する者の名称 

熊本市 

３ 調査地域        

東区戸島六丁目、東区戸島町、の各一部 

北区硯川町、北区北迫町、の各一部 

北区植木町有泉、北区植木町木留、北区植木町石川、北区植木町小野、の各一部 

４ 調査の期間 

平成２７年４月３０日から平成２８年３月３１日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ７ ４ 号   

平成２７年４月３０日   

平成２７年５月１０日に実施する熊本都市計画事業植木中央土地区画整理審議会委員選挙について、

土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２４条第２項の規定により届出のあった候補者

は下記のとおりであるので、同条第５項の規定により公告する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 施行地区内の宅地所有者のうちから選挙される委員の候補者 

氏名又は名称 住所又は所在地 

上野 隼人 登載省略 

小佐井 武志 登載省略 

岡部 友博 登載省略 

友枝 哲男 登載省略 

松永 敏雄 登載省略 

熊本市植木町商工会 熊本市北区植木町滴水４４１番地７ 

有限会社プレディオ 熊本市北区植木町植木１８６番地１ 

２ 施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙される 

委員の候補者 

氏名又は名称 住所又は所在地 

藤本商事株式会社 熊本市北区植木町山本９０６番地４ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ７ ５ 号   

平成２７年４月３０日   

平成２７年５月１０日に実施予定の熊本都市計画事業植木中央土地区画整理審議会委員選挙におい

て、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２４条第２項の規定による届出のあった候

補者の数が選挙すべき委員の数を超えないので、同令第２６条の規定により、投票を行わない旨を公

告する。 
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熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ７ ６ 号   

平成２７年４月３０日   

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基づき、次のように都市公園の供用を

開始するので公告する。 

都市公園の区域に関する関係図書は、熊本市都市建設局西部土木センター総務課において一般の縦

覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 名称及び位置 

名   称 
位     置 

番 号 公 園 名 

２・６８１ 田井島三丁目公園 熊本市南区田井島三丁目４０９番４ 

２・６８２ 良町一丁目公園 熊本市南区良町一丁目２１３番２ 

２ 供用開始の期日 

  平成２７年４月３０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  中 央 区   

     中 央 区 告 示 第 ９ 号   

平成２７年４月２４日   

住民基本台帳法(昭和４２年法律第８１号)第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９

２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年４月１４日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

                    熊本市中央区長  萱 野 晃   

以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  東   区   

東 区 告 示 第 ４ 号   

平成２７年４月１７日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年４月１４日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
   熊本市東区長  中 原 裕 治   

以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  南   区   

南 区 告 示 第 ３ 号   

平成２７年４月２８日   
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 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年４月１４日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市南区長  田 畑 公 人   

以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

南 区 告 示 第 ４ 号   

平成２７年４月２８日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年４月１４日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市南区長  田 畑 公 人   

以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  北   区   

北 区 告 示 第 ２ 号   

平成２７年４月２８日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年４月１４日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
熊本市北区長  田 上 美 智 子  

以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  議   会   

議 会 規 程 第 ３ 号   

平成２７年４月２０日   

 熊本市議会議員記章規程（平成２４年議会規程第２号）の一部を次のように改正する。 

熊本市議会議長  三 島 良 之   

熊本市議会議員記章規程の一部を改正する規程 

第２条を次のように改める。 

（記章の様式） 

第２条 議員の記章は、指定都市市会共通議員章（以下「記章」という。）とする。 

第３条第１項中「、全国市議会共通議員章又は指定都市市会共通議員章」を「記章」に改め、同条

中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

第４条第２項を削る。 

第６条第２項を削る。 

附 則 

この規程は、平成２７年５月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第２４号   

平成２７年４月１７日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）
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第１３条第２項第４号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次のとお

り告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博     

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第６３３号 

熊本市南区出仲間一丁目６番５号 

株式会社杉本建設 

代表取締役 杉本 憲昭 

平成２７年４月８日 

営業所の移転 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第２５号   

平成２７年４月２０日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）第

１３条第２項第２号及び第４号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次

のとおり告示する。 

 熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博     

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第６６号 

熊本市東区画図町重富６６０番１ 

株式会社栄宏設備工業 

代表取締役 児安 建典 

平成２７年４月９日 

営業所の移転 

第２６７号 

熊本市西区島崎二丁目２８番４号 

有限会社熊本環水 

代表取締役 池田 知博 

平成２７年４月１０日 

代表者の異動 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第２６号   

平成２７年４月２７日   

次の者を熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者として指定したので、熊本市上下水道局指定給

水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第１号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 指定年月日 

第７８０号 
熊本市西区島崎二丁目３番２７号 
株式会社中村住設 
代表取締役 中村 誠也 

平成２７年４月１６日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局規程第９号   

平成２７年４月２８日   

熊本市上下水道局電気工作物保安規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   
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熊本市上下水道局電気工作物保安規程の一部を改正する規程 
 熊本市上下水道局電気工作物保安規程（平成１９年水道局規程第１３号）の一部を次のように改正

する。 
 別表第１の４３の項中 
「 

選任 679 6,600 160 
 

1,600
 

                     」 
          を 
「 

 
委託 

 
679 

 
6,600 

 
160 

 
1,600

(ボイラー・タービン主任技術者は選任) 
                         」 
に改める。 
 別表第３中 
「 

世安中継ポンプ場 選任 679kW 1600kW 
電気主任技術者勤務場所 
ボイラー・タービン主任技術者勤務場所 

ガスタービン 
発電所 

                               」 
            を 
「 
 

世安中継ポンプ場 委託 679kW 1600kW 

ボイラー・タービン主任技術者（選任）勤務場所 
ガスタービン 
発電所 

                                     」 
に、 
「 

みなし設置者 
【九州テクニカル・安達商会 

委託業務共同企業体】 
                  」 
         を 
「 

みなし設置者 
【熊本市施設管理事業協同組合】 

                  」 
に改める。 
   附 則 
 この規程は、公布の日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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 選挙管理委員会  

選 管 告 示 第 ３ ３ 号   

平成２７年４月２１日   

平成２７年４月１２日執行の熊本市議会議員一般選挙における当選人の住所及び氏名は別紙のとおり

である。 

熊本市選挙管理委員会委員長  田 代 芳 郎   

熊本市議会議員中央区選挙区一般選挙  

住所 氏名 

登載省略 紫垣 正仁 

登載省略 髙本 一臣 

登載省略 上野 美恵子 

登載省略 上田 芳裕 

登載省略 大石 浩文 

登載省略 三森 至加 

登載省略 藤岡 照代 

登載省略 村上 博 

登載省略 田尻 善裕 

登載省略 北口 和皇 

登載省略 原 亨 

熊本市議会議員東区選挙区一般選挙 
 

住所 氏名 

登載省略 満永 寿博 

登載省略 田上 辰也 
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登載省略 倉重 徹 

登載省略 那須 円 

登載省略 井本 正広 

登載省略 鈴木 弘 

登載省略 齊藤 聰 

登載省略 三嶋 静良 

登載省略 藤山 英美 

登載省略 緒方 夕佳 

登載省略 大塚 信弥 

登載省略 重村 和征 

登載省略 光永 邦保 

熊本市議会議員西区選挙区一般選挙 
 

住所 氏名 

登載省略 古川 泰三 

登載省略 田尻 將博 

登載省略 津田 征士郎 

登載省略 田尻 清輝 

登載省略 藤永 弘 

登載省略 落水 清弘 
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熊本市議会議員南区選挙区一般選挙 
 

住所 氏名 

登載省略 浜田 大介 

登載省略 澤田 昌作 

登載省略 西岡 誠也 

登載省略 寺本 義勝 

登載省略 江藤 正行 

登載省略 白河部 貞志 

登載省略 朽木 信哉 

登載省略 田辺 正信 

熊本市議会議員北区選挙区一般選挙 
 

住所 氏名 

登載省略 小佐井 賀瑞宜 

登載省略 福永 洋一 

登載省略 家入 安弘 

登載省略 園川 良二 

登載省略 小池 洋恵 

登載省略 山部 洋史 

登載省略 竹原 孝昭 

登載省略 原口 亮志 
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登載省略 坂田 誠二 

登載省略 田中 敦朗 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

人 委 規 則 第 １ ７ 号   

平成２７年４月２０日   

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文 

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

管理職員等の範囲を定める規則（平成６年人委規則第７号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

（秘書課）主幹及び主査 

（法制課）主幹、主査、参事、主任主事及び主事 

（行政経営課）主幹、主査、参事、主任主事及び主事 

（人事課）主幹並びに人事、服務、給与又は職員団体に関する事務を行う主査、参事、主任

主事及び主事 

（財政課）主幹及び主査 

」 

を 

「 

（秘書課）主幹及び主査 

（法制課）主幹、主査、参事、主任主事、主任技師及び主事 

（行政経営課）主幹、主査、参事、主任主事及び主事 

（人事課）主幹並びに人事、服務、給与又は職員団体に関する事務を行う主査、参事、主任

主事及び主事 

（財政課）主幹及び主査 

（資産マネジメント推進室）室長 

（債権管理推進室）室長 

                          」 

に、 

 「 

教育長 

（教育政策課）主幹及び主査並びに人事、服務若しくは給与の企画に関する事務又は職員団

体に関する事務を行う参事、主任主事及び主事 

（教職員課）主幹及び主査並びに人事、服務若しくは給与の企画に関する事務又は職員団体

に関する事務を行う参事、指導主事、主任主事及び主事 

」 

を 

「 
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教育長 

（教育政策課）主幹及び主査並びに人事、服務若しくは給与の企画に関する事務又は職員団

体に関する事務を行う参事、主任主事及び主事 

（教職員課）主幹、主任指導主事及び主査並びに人事、服務若しくは給与の企画に関する事

務又は職員団体に関する事務を行う参事、指導主事、主任主事及び主事 

                          」 

に、 

「 

熊本市立植木図書館 館長 

」 

を 

「 

熊本市立植木図書館 館長 

熊本市立とみあい図書館 館長 

」 

に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定

は、平成２７年４月１日から適用する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
人 委 規 則 第 １ ８ 号   

平成２７年４月２０日   

熊本市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

熊本市職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成２０年人委規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の３第１号中「保育所における保育の実施」を「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

３９条第１項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園における保育又は児童福

祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
人 委 規 則 第 １ ９ 号   

平成２７年４月２０日   

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則の一部

を改正する規則を公布する。 
熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則の一部

を改正する規則 
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則（平成
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２２年人委規則第２９号）の一部を次のように改正する。 
第６条中「第６条の２第２項」を「第６条の３第２項」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


